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古い諺によれば, 神は人間に“一つの口”と

ともに,“二つの手”を与えたという｡ 言い得

て妙である｡ これを人口問題に適用するとすれ

ば, 人口は個々の人間の集合を表わす概念であ

るので, 人口はさしあたり, ＜モノを食する

口＞と＜モノをつくる手＞の集合ということに

なろう (後述のように, これは ｢自己の生の生

産｣ にほかならない｡ これに加えて, ｢他人の

生の生産｣ (生殖と養育) をおこなう諸個人を

看過してはならないが, さしあたり措くとする)｡

もう少し立ち入って経済学の用語で言い表せば,

＜生活資料 �生活手段�を消費する口＞と＜労
働手段をつくり, これを用いて生活資料 (生活

手段) をつくる手＞＝労働力の集合ということ

もできよう｡ だが, この表現もまだ, 正鵠を射

ているとはいいがたい｡ 人類は生誕以来綿々と,

戦争をしてきたのであるから,“ 二つの手”の

うち一つの手は＜武器をつくり, これを用いて

人を殺す手＞＝兵力というべきである｡ 改めて

敷衍するまでもなく, 労働力は富を生みだすの

にたいして, 兵力はその労働力と富とを ｢消費｣

する｡ したがって, 兵力は特殊な ｢口｣ という

こともできよう｡ 因みに, 兵力としての人口

(あるいは, ＜戦争と人口＞という問題) を視

野に収めない人口論は致命的な欠陥をもつとい

わなければならない｡ なぜならば, 第Ⅳ章にみ

るように, 戦時体制下にあっては, 兵員 (兵力)

の調達・動員とともに, ｢人的資源｣ 論におい

て重要な位置を占める人口資質の問題が特別に

俎上にのぼるからである｡

こうして, 人口は即自的には, 一方において
・・・・・

生活資料を消費する人間の集合であり, 他方に

おいて労働力と兵力の集合である (いうまでも

なく, 後者においては, いわゆる従属人口や過

剰人口は除外される)｡ しかしながら, この人

口なるものは何ら規定性をもたない抽象的な人
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口であるにすぎない｡ マルクスの表現を借りれ

ば, ｢人口は, 例えば, それを構成する諸階級

を無視すれば, 一つの抽象｣ であり, ｢一つの

混沌とした表象｣ にほかならない１｡ そうであ

るにもかかわらず, 巷間に溢れている人口論の

多くは社会的規定性を度外視して, 即自的な人
・・・・・

口の動態 (自然動態, 社会動態), 人口と食糧・
・

環境との関係などを論じている｡

そのひとつである 『人口問題のアポリア』 と

題する書を紐解いてみると, まず刮目されるの

は, ｢人口問題が文字通り 『アポリア』 である

こと, 技術的に解決が困難という意味ではなく,

問題をどのように捉え, どのように考えたらよ

いかが難しいという意味での 『難問』 であるこ

と｣２ とする結論である｡ 果たして, われわれ

は人口問題の捉え方や考え方についての視座を

もちえないのであろうか｡ 少しばかり吟味して

みよう｡

この書の ｢はじめに｣ において, 次のような

一節がみいだされる｡ すなわち, ｢人間が主体

的な存在であると同時に, また絶対的に自然と

社会に規定されていること, そこに基本的な

『矛盾』 がある｡ これは人間にとって本来解決

し得ない矛盾である｡ ……人口問題はまさにこ

の矛盾を人々につきつける難問 (アポリア) で

ある｡ しかしそれが恐らく最終的な解決をうる

ことができない難問であることが, 人口問題を

考える場合に最も大切な点である｣３ と｡ ここ

には人口問題にアプローチするばあいの構えと

いうべきもの 視座といってもよい が開

陳されている｡ 前出の ｢結論｣ はまさしくそう

した見地から導出されたものであるが, この見

地は当を得ているであろうか｡

まず第一に, 人口問題を解明するために人間

存在の基層に下行し, そこにみいだされる ｢矛

盾｣ に ｢問題｣ の淵源をもとめるというやり方

の当否が問われる｡ もしも, こうした方法が許

されるとすれば, 外的自然の現象を除くすべて

の ｢問題｣ (問題性) は, この人間存在の基層

における ｢矛盾｣ に流し込まれることになろう｡

ここでいう ｢矛盾｣ なるものも理解しがたい｡

主体的存在としての人間が ｢自然と社会に規定

されている｣ ということ自体は, われわれ流に

いえば, 人間は＜自然的存在＞であるとともに

＜社会的存在＞であるという存在構造を意味す

るのであって, それ以上のものではない｡ また,

｢主体的な｣ 人間を措定しながらも, それは自

然と社会とに ｢絶対的｣ に ｢規定｣ されている

というに点についていえば, 諸個人と社会との

関係は別として, 外的自然が人間を ｢絶対的に｣

規定するという見解は首肯しがたい｡ このこと

に関連して, われわれはマルクスの次の叙述を

想起すべきであろう｡ マルクスはいう｡ ｢人間

は彼の生活活動そのものを, 彼の意欲および彼

の意識の対象とする｡ 人間は意識的な生活活動

をもっている｡ それは, 人間がそれと直接に融

合するような被規定性ではない｡ 意識的な生活

活動が人間を動物的生活活動から直接に区別す

る｡ まさしくこれによってのみ人間は一つの類

的存在である｣４ (下線は引用者)｡
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外的自然は自然素材および自然力として, 人

間の生活活動 (生産と消費) の ｢基礎｣ となる

ものであって, 人間そのものを ｢規定｣ するも

のではない｡ 人間は〈自然的存在〉であるとし

ても,“道具をつくる動物”として, 外的自然

に働きかけてこれを ｢人間化｣ し, 自らの自然

力と精神的諸力とを発達させる｡ これが人間と

自然との間の物質代謝であり, より正確にいえ

ば, 人間はこの物質代謝を人と人との関係＝物

質的・精神的 ｢交通｣ のなかに編みこみながら

おこなうのである (社会的物質代謝)｡ こうし

た社会的物質代謝過程において, 外的自然のあ

る種の ｢制約｣ はあるとしても, このことは

｢矛盾｣ とは異なるレベルの問題である｡ この

｢制約｣ という壁をも絶えず乗り越えていこう

とするところに, 類的存在としての人間 (社会

的人間) の意欲, 能動性, さらにいえば生産力

(とその発達) の積極的意義があるといわなけ

ればならない５｡ 人口論の端緒においてアプリ

オリに, 人間と自然との間の絶対的な ｢矛盾｣

をみようとする見地は, 本稿第Ⅱ章にみるよう

に, マルサス的人口論に囚われたものといえよ

う｡ ���
翻って人口そのものに改めて目を向けると,

人口は人間の ｢集合｣ であり, 社会的人間の

｢集合｣ であるのだが, ここでは ｢口｣ として

の人口ではなく, ｢意識的な生活活動｣ を現実

的に担う, 能動的な ｢手｣ (労働力) としての
・・・・

人口が主導的な役割を演じるという点が肝要で

ある (ここにはすでに, マルサス的人口論への

批判の一契機が含まれている)｡ 少しばかり敷

衍すれば, ｢手｣ (労働力) が能動的であるのは,

それは労働主体であり, 生産力主体にほかなら

ないからである｡ そして, 現実的には (資本主

義社会にあっては), 労働主体・生産力主体は

賃労働として定在しているのであり, そうした

ものとしての人口は, マルクスの抽象的な表現

によれば, ｢多くの規定と関係とをふくむ一つ

の豊かな総体としての人口｣６ であり, ｢一定

の諸関係のなかで生産をしている人口｣７ であ

る｡

こうして, 人口範疇は社会的に規定されてお

り, 人口現象は社会現象である｡ したがって,

人口問題は ｢社会問題｣ として顕現する｡ 人口

(人口変動) はほかの ｢社会問題｣ の単なる要

因ではないのである｡ この点について少しばか

り敷衍するために, 戦前期におけるひとつの貴

重な成果とみなされる矢内原忠雄の人口論の方

法について, われわれの文脈に必要なかぎりに

おいて簡潔にみるとしよう｡

矢内原は人口問題研究のふたつの課題をあげ

る｡ そのひとつは, 人口法則は自然法則である

か社会法則であるかという問題の研究である｡

こうした立論の仕方は生産的とはいえないが,

恐らく, 昭和初期の人口論争が＜マルサスかマ

ルクスか＞という対立軸において展開されてい

たという当時の事情を反映したものと思われる｡

もうひとつの課題は, ｢社会問題｣ としての人

口問題研究である｡ この点について, 次のよう

にのべる｡ ｢社会の貧窮罪悪其他の不幸はその

いわゆる人口問題の位相 (１)

―��―５ 人間・自然関係および労働主体・生産力主体の ｢構造｣ については, 仲村 『分業と生産力の理論 史的唯
物論と生産力 』 青木書店, ����, 第５章および第六章, 参照｡

６ 前掲 『経済学批判への序説』 ���ページ.
７ 同前, ���ページ.



原因を人口にもつや或は社会自体の内部にもつ

や｡ すべて之等社会の繁栄もしくは不幸と人口

との関係が人口問題研究の第二の而して主たる

課題である｡ そは人口を中心として見たる社会

問題に外ならない｣８ と｡

前述の拙論は, 人口問題は ｢社会問題｣ にほ

かならないことを原理的に論述したのであるが,

矢内原は当時の人口をめぐる問題状況を見据え

ながら, ｢人口を中心として見たる社会問題｣

の研究を ｢主たる課題｣ とするのである｡ これ

はある意味において常識的な所論のようにみえ

るが, ｢社会の貧窮罪悪其他の不幸｣ という

｢社会問題｣ の ｢原因｣ を人口増加に帰する議

論 (過剰人口に求める見解) が根強く存在して

いたという歴史的事実がここで顧みられるべき

である｡ 矢内原はこうした所論への反論を試み,

人口問題は例えば ｢過剰人口｣ 問題として即自

的に ｢社会問題｣ であることを主張しているの

である｡

また, 矢内原の人口論の背景にある客観的過

程についてみると, 第１回国勢調査が実施され

た����(大正９) 年以降, 人口の急激な増加の
実態が統計的に明らかとなるが９ (因みに, 夙

に明治以降, 日本人口は急増しているという点

も留意されるべきである), こうしたなかで,

戦後恐慌 (����年) に起因する失業と貧困化が

大きな ｢社会問題｣ となり, 社会運動も高揚し

た (これにたいする弾圧も強化された)｡ 一方,

こうした社会情勢に危機感を募らせた政府は,

人口政策の体系化をはかることになる｡ その嚆

矢は人口食糧問題調査会の設置である (����
[昭和２] 年)｡ その目的は, 名称にも示されて

いるように, 人口増加に対応する食糧問題の解

決策の模索であったのであるが, 人口部への諮

詢と答申のテーマ (課題) は多様であった｡ す

なわち, ｢内外移住方策｣ ｢労働の需給調整ニ関

スル方策｣ ｢内地以外諸地方ニ於ケル人口対策｣

｢人口統制ニ関スル諸方策｣ ｢生産力増進ニ関ス

ル答申｣ ｢分配及消費ニ関スル方策｣ であり��,
一瞥して, 当時の日本人口をめぐる問題群と,

それが政策当局によってどのように意識化・主

観化され, 政策化されたかが明確に窺がえる��
(批判的な検討はさしあたり措く)｡

以上のような状況を目前にして矢内原は, 前

述のような課題を析出するのである｡ このばあ

い明らかに, 矢内原は ｢現代社会は現代の問題

を以て問題としなければならぬ｣��とする, 自
らの基本的立場に立脚している｡ もちろん当時

の河上・高田論争��や多様な人口論�� その

多くは時論として展開されているのだが の

影響も看過できない (人口論をめぐる河上・高

田論争および矢内原の一連の労作の検討は他日
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を期したい)｡

こうしてみてくると, 前出の ｢問題をどのよ

うに捉え, どのように考えたたらよいかが難し

い｣ という立場との違いが明瞭になる｡ 私見に

よれば, 人口問題は人口現象における社会的諸

関係に視点を据えて論じられなければならない

のである｡

だが, このようにのべたとしても, なお不十

分である｡ もう少し敷衍する必要がある｡ ここ

でふたたびマルクスに目を向けるとしよう｡ マ

ルクスは人間存在の歴史的前提として, ４つの

契機 (側面) をあげている｡ これを整理して示

せば, 第１に, ｢物質的生活そのもの｣ の生産,

第２に, 欲求 (必要) の産出, 第３に, ｢他の

人間たちをつくり, 繁殖しはじめる｣ というこ

と, 第４に, それ自体がひとつの ｢生産力｣ で

ある協働 (��������������) 以上の４つで

ある｡ これはさらに, ｢労働における自己の生

の生産｣ と ｢生殖における他人の生の生産｣ と

いう二つの契機 (側面) として整理することが

できる��｡ いずれの ｢生産｣ にあっても, 欲求

(必要) と意識とが織り込まれていることは付

言するまでもない｡ これらの４つの契機のうち,

われわれの文脈にかかわるのは第３の契機＝生

殖であるが, これは第１の契機と同様に, 即自

的に社会的関係である｡ すなわち, ｢男と妻と

の, 両親と子どもとの関係, 家族｣ という社会
・・

的関係である｡ だが, それは＜男と女＞という

関係性において, 同時に自然的関係である (関

係性は二重である)��｡
改めて約言すれば, これらの諸契機 (諸側面)

は包括的な範疇である ｢生｣ (｢生活｣) におけ

る諸契機にほかならないのであるが, われわれ

は敢えて, これを前述の人間の ｢口｣ という側

面 (人口の一側面) から捉え直してみたい｡ つ

まり, ｢労働における自己の生の生産｣ のうち

生活手段の消費 (享受) にかかわる活動を分離

し, これと ｢生殖における他人の生の生産｣

(生殖と養育) とを総合して 統一的に

狭義の生活概念を定立するということである

(ここではさしあたり, 日常語の ｢生活｣ との

異同は無視する)｡ このように定立することは

決して不当なことではない｡ なぜならば, この

生活は, 労働 (労働過程) とは時間的・空間的

に分離して, 独自の ｢自律的な｣ 領域を形成し

ているからである｡ いうまでもなく, この領域

の活動はいわゆる自由時間において展開する｡

ここにいう自由時間はマルクスによれば, ｢個

人の完全な発展のための時間｣��であり, 生産
物の享受や自由な活動のための時間にほかなら

ない��｡ この自由な活動のひとつとして, われ
われは前出の ｢生殖における他人の生の生産｣

(生殖と養育) をもふくめることができる｡

こうしたものとして生活範疇を措定できると

いわゆる人口問題の位相 (１)
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�� �. マルクス／�. エンゲルス 『[新訳] ドイツ・イデオロギー』 服部文男監訳, 新日本出版社, ����, �����
ページ, 参照. なお, ＜�����＞は ｢生命｣ と訳されているが, 大月書店版 『全集』 の訳に従い, ｢生｣ と
改めた｡ 因みに, この [新訳] においては, ＜����������������＞は ｢生活の生産｣ (��ページ) と訳されて
いる｡ ここでは訳語をめぐる問題 (例えば, ＜注��＞に掲出している大熊信行著 (上) �������ページ, 参
照) にはさしあたり踏みこまない｡�� マルクスの次の叙述参照｡ ｢人間の人間にたいする直接的, 自然的, 必然的な関係は, 男の女にたいする関
係である｡ この自然的な類関係においては, 人間の自然にたいする関係は直接に, 人間の人間にたいする関
係, 人間自身の自然的な規定である｡｣ 『経済学・哲学手稿』 (前出), ���ページ.�� ��マルクス 『経済学批判要綱』 第２分冊 (『マルクス資本論草稿集』 ②)�大月書店���������ページ, 参照.�� ��マルクス 『剰余価値学説史』 Ⅲ (『全集』 第��巻第３分冊)����ページ, 参照｡ なお, ここでのマルクス
の言説は, 匿名のパンフレット (����) において主張されているところを敷衍したものである｡



すれば, われわれはその主体に着目して, 労働

主体とは区別される ｢生活主体｣ (生活者) な

る範疇を析出することができる (因みに, この

生活主体は大熊信行のいう ｢生活者｣��とは似
て非なるものである)｡ このようにして析出さ

れた生活主体は, 家族のなかで (あるいは家族

として), さらには特定の空間 (空間構造)＝生

活圏において, 諸個人として主体的に振舞う｡

こうした諸個人が人口を構成するのである｡

もちろん, この諸個人は即自的に存在する諸

個人ではなく, ｢自分たちが再生産し, また,

新生産する相互的な諸関連のうちにある諸個

人｣��にほかならない (ここでの ｢生産｣ は諸

個人の ｢生｣ の意識的な, 能動的な生産と解さ

れるべきである)｡ かくして, ここでの人口も

また ｢一定の諸関係のなかで生産をしている人

口｣ (前出) である｡

以上われわれは, 矢内原による課題の提起に

もふれながら, ｢社会問題｣ としての人口現象

を把握するための視座を抽象的なレベルで論じ

た｡ これをもって, ひとつの論点を提示すると

ともに, ＜人口問題は“アポリア”か＞という

問いへのひとつの回答としたい｡ なお, より具

体的なレベルの諸問題 (資本・賃労働関係に規

定される人口問題ほか) については第Ⅱ章以下

において論究することになろう｡

�������������������
もしも地球に対しその楽しさ (������������) の大
部分のものを与えているもろもろの事物を, 富と人
口との無制限なる増加が地球からことごとく取り除
いてしまい, そのために地球がその楽しさの大部分
のものを失ってしまわなければならぬとすれば, し
かもその目的がただ単に地球をしてより大なる人口
しかし決してよりすぐれた, あるいはより幸福

な人口ではない を養うことを得しめることだけ
であるとすれば, 私は後世の人たちに切望する, 彼
らが, 必要に強いられて静止状態にはいる ����������������はるかまえに, 自ら好んで静止状態には
いることを｡
資本および人口の静止状態 (���������������������

なるものが, 必ずしも人間的進歩 (�����������������) の静止状態 (���������������) を意味するもの
ではないことは, ほとんど改めて言う必要がないで
あろう｡ 静止状態においても, あらゆる種類の精神
的文化や道徳的社会的進歩のための余地も従来と変
わることがなく, また ｢生活の技術｣ ������������)
を改善する余地も従来と変わることがないであろう��｡

(ジョン・スチュアート・ミル)

われわれがここにジョン・スチュアート・ミ

ルの一文を引くのは, この一文は��世紀半ばに
書かれたものであるにもかかわらず, 今日にあっ

ても刮目すべき論点を含んでいるからである｡

周知のように, ローマ・クラブのレポート 『成

長の限界』 (����) は論拠のひとつとして, こ
の節の後半部分を引照している (このことによ
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�� ｢生活者｣ について, 大熊は次のようにのべる｡ ｢生活者とは自己生産者である｡ 自己生産とは, 労働によっ
て自己を再生産することである｡ 生命の持続・充実・発展のための努力が, 人間においては自己生産である｡｣
『生命再生産の理論 人間中心の思想』 (上) 東洋経済新報社, ����, �������ページ. ここでの ｢生活者｣
はあまりにも通俗的に規定されている｡ また, 大熊にあっては, ｢生活｣ とは ｢食べては働き, 働いては食
べる｣ (同前, ��ページ) ということのようであるが, ｢生殖｣ はふくまれない｡ だが, 他方において, ｢経
済｣ とは ｢人間が働いては食べ, そして産み, 食べては働くことである｣ (下線は引用者) [同前, ���ペー
ジ] とのべ, ｢生殖｣ を含めている｡ 総じて, 大熊の所論は恣意的であり, 通俗的である｡�� 前掲 『経済学批判要綱』 第２分冊, ���ページ.�� ����������������������������������������������������������������������������������������2�����������������������������������������3�������������������������������������������������������������1965���756�末永茂喜訳 『経済学原理』 岩波文庫, �四�, 1961, 109ページ. なお, ｢停止状態｣ は, 今日, ｢静止人口｣
(��������������������) という概念が確立していることに鑑み (もちろん, ｢停止人口｣ という用語も用いられ
ている), ｢静止状態｣ に改めた｡ また,“�����������”は 『人間的技術』 と訳されているが, これを ｢生活の
技術｣ に改めた｡



り, 巷間においてミルの ｢静止人口｣ 論が注目

されるようになったといってよい)｡ このレポー

トの根本的な弱点��やそのイデオロギー的性格
についてはさしあたり措くとして, まず, この

引証にかかわる問題についてみるとしよう｡

レポートの文脈を辿ってみると, 次のようで

ある｡ このレポートはグローバルな視点から,

｢人口｣ など５つの変数について検討を加え,

３つの ｢結論｣ を導出している��｡ その第１は,
｢世界人口, 工業化, 汚染, 食糧生産, および

資源の使用の現在の成長率が不変のまま続くな

らば, 来るべき���年以内に地球上の成長は限
界点に到達するであろう｡ もっとも起こる見込

みのつよい結末は人口と工業力のかなりの突然

の, 制御不可能な減少であろう｣ というもので

あり, これをふまえて, 第２の ｢結論｣ が提示

される｡ ｢こうした成長の趨勢を変更し, 将来

長期にわたって, 持続可能な生態学的ならびに

経済的な安定性を打ち立てることは可能である｡

この全般的な均衡状態は, 地球上のすべての人

の基本的な必要が満たされ, すべての人が個人

としての人間的な能力を実現する平等な機会を

もつように設計しうるであろう｣ (下線は引用

者) と｡ ここまで辿ってくると, もはや多言を

要しない｡ 第２の ｢結論｣ とミルの所論の類縁

性は明らかである｡

このレポートは鬼面人を驚かすような将来予

測 (第１の ｢結論｣) を提示した上で, ｢全般的

な均衡状態｣ の必要性と可能性をも示唆してい

るが, これは人口問題については, ｢静止人口｣

の提起にほかならない｡ しかしながら, これに

たいして, 経済発展を期して人口増加政策を求

める立場からの論難が予想されるので, この

｢静止人口｣ はミルのいう ｢人間的進歩｣ を決

して阻害するものではないこと 第２の結論

を提示する必要がある｡ こうした必要から

ローマ・クラブのレポートは, 論証抜きに

少しばかり補足的に敷衍してはいるが ミル

の所説を引照することとなったと考えられる

(ここでひとつ見落とせないのは, ｢平等な機会｣

の実現を予測していることであるが, さしあた

り指摘するに留めたい)｡

このレポートは＜注��＞において端的に指摘
しておいたように, 基本的な弱点を有するとは

いえ, ｢人口｣ ｢工業化｣ ｢汚染｣ ｢食糧生産｣ お

よび ｢資源の使用｣ の相関関係について予測し

つつ警鐘を鳴らし, グローバルな問題への大い

なる関心を呼び起こしたという点において, 積

極的な役割を果たしたといえよう｡ そして, よ

り重要なことは, このレポートにおける論点は

いわゆる ｢持続可能社会｣ 論に直接に連なる論

点を内包しているということである (ただし,

多くの難点をふくむ)｡

人口問題に限っていえば, 総じて, 地球にた

いする人口の負荷が問題とされているのである

が, このレポートが目標とする ｢静止人口｣ は,

今日, まったく異なるベクトルにおいて論じら

れている｡ つまり, 人口問題の ｢南北コントラ

スト｣ と呼ばれる現象 先進国にける少子高

齢化・人口減少と発展途上国における人口増加

いわゆる人口問題の位相 (１)

―��―�� ローマ・クラブのレポートは何よりも, 特殊歴史的な経済的・社会的諸関係 (階級性など) への視点を欠い
ているという点において特徴的である｡ このレポートにおける問題提起の仕方や予測の手法を検討したもの
として, さしあたり次の論稿を参照のこと｡ 都留重人 ｢人口問題と経済学 調査と展望 ｣ 『経済研究』
(一橋大学経済研究所) 第��巻第４号, �������.�� ����メドウズほか (大木佐武郎監訳) 『成長の限界』 ���������������������������������������：����������������������1972�ダイヤモンド社, 1972, 11�12ページ.



がみられるなかで, 先進国にあっては, 人

口置換率の回復が焦眉の課題とされているので

ある｡ その背景にあるのは, いうまでもなく,

｢第二の人口転換｣��であり, その核心は, 出生
率の低下 (置き換え水準を下回る出生力) とい

う問題である｡ この文脈において, ｢静止人口｣

あるいは ｢適度人口 (�����������������)｣
が黙示的にひとつの目安とされているので

ある｡ これは人口増加を抑制するための目標で

はなく, これとは逆に, 人口減少を阻止するた

めの目標にほかならない｡���
こうした ｢転換｣ 問題を日本の戦後過程に即

してみると, まず, 終戦直後には ｢類例のない

過剰人口は今や歴然たる事実｣ として現出し

た��｡ こうした実態を踏まえて, ｢人口収容力
再建｣ (｢平和的な工業, 鉱業及び交通業の再建

発展｣) と ｢出生調整｣ とを柱とする基本方針

が, 財団法人・人口問題研究会によって建議さ

れる�� (ただし, ｢人為的方法｣ による ｢出生

調整｣ については, ｢結婚生活の真意義を忘却,

誤解せしめる｣ とする立場からの根強い反対意

見が開陳された)｡ ｢高度成長｣ の終焉を迎えて

刊行された第２回人口白書��にあっても, その

副題にも明記されているように, 人口増加の抑

止による ｢静止人口｣ がうたわれた｡ だが, 一

転して今日, 行政当局は, 少子高齢化を内実と

する人口減少に危機感を募らせている｡ 例えば,

次の如くである｡

我国は, 世界で最も少子化の進んだ国の一つとなっ
た｡ 合計特殊出生率は過去��年間, 人口を維持する
のに必要な水準を下回ったまま, ほぼ一貫して下が
り続け, この流れが変わる気配は見えていない｡ 日
本が ｢子どもを生み, 育てにくい社会｣ となってい
る現実を, 我々は直視すべき時にきている｡ (中略)
こうした少子化の急速な進行は, 社会や経済, 地
域の持続可能性を基盤から揺るがす事態をもたらし
ている｡ 経済成長の鈍化, 税や社会保障における負
担の増大, 地域社会の活力低下など, 我々が直面す
る深刻な問題の多くは, 少子化の結果としての人口
の歪みに起因しているといっても過言ではない｡ さ
らに, 少子化が進むことによって, 同年代の仲間と
切磋琢磨して健やかに育つ環境や乳幼児とふれあっ
て育つ環境までも子どもたちから奪われつつある｡
子どもにとって健全に育ちにくい社会となることで,
自立した責任感ある社会人になることが難しくなっ
ていると懸念されている｡
しかし, こうした現実にたいする危機感が社会で
十分に共有されているとはいえない�� (下線は引用者)｡
上の一文は, 少子化社会対策基本法 (������)
第７条の規定に基づいて策定された ｢少子化社

会対策大綱｣ の冒頭部分 (｢目的｣ の記述) か

ら引いたものである｡ 一瞥して明らかなように,
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―��―
�� ｢第２の人口転換｣ の歴史的文脈および概念については, 次の論稿参照｡ ディルク ��ヴァン・デ・カー (福

田亘孝訳) ｢先進諸国における 『第二の人口転換』｣ 『人口問題研究』 ����, ������.�� ����年７月に刊行された 『経済実相報告書』 (最初の経済白書とされている) は終戦直後の人口について簡

潔に, 次のようにまとめている｡ ｢終戦以来本年五月末日までの復員者をふくむ海外引揚者の総数は, ���万
人であり (厚生省引揚援護院調べ), 本年十月一日現在の国内総人口は七�七八五万人と推定される (経済安

定本部推定)｡ 昭和十年当時の内地在住人口は六�九二五万人であったから, 現在の人口は当時に比べて一二
％の増加である｣｡ なお, ���の調査においては, ����年／������千人, ����年／������千人, ����年／������千人, ����年／������千人と記録されている (『���日本占領史』 ４, ｢人口｣ [黒田俊夫／大林道子
訳] 日本図書センター, ����, ��ページ)｡�� 財団法人人口問題研究会 ｢新人口政策基本方針に関する建議｣ �������, 参照｡�� 人口問題審議会編 『日本人口の動向 静止人口をめざして 』 大蔵省印刷局, ������� ｢少子化社会対策大綱｣ (�������� 閣議決定) より引用｡



ここには人口減少社会の到来にたいする危機感

が横溢している｡ 実際のところ, 近年の人口変

動は劇的であり, 人口構造は大きく変容しつつ

ある｡ 趨勢として傾向的に低下してきた合計特

殊出生率は, ����年に����まで低下するにいたっ
た｡ 日本はいわゆる ｢超少子化国｣ となったの

である｡ さらに, ����年には自然動態も初めて
減少を記録し, 日本人口は絶対的減少の局面を

迎えることとなったのである｡

こうしたなかで, 政策当局は危機感を募らせ

ているのであるが, その背景にある問題群は次

のように列挙されている��｡
１ 経済面の影響
(�) 労働力人口の減少と経済成長への影響

経済成長低下の可能性
(�) 国民の生活水準への影響

現役世代の手取り所得が減少する可能性
(�) 高齢化の進展に伴う現役世代の負担の増大
(�) 現役世代の手取り所得の低迷

２ 社会面の影響
(�) 家族の変容

単身者や子どものいない世帯が増加する
(�) 子どもへの影響

子どもの健全成長への影響が懸念される
(�) 地域社会の変容

基礎的な住民サービスの提供も困難にな
る

これらの問題群の起因するところを無限定的

に少子化の結果としての ｢人口の歪み｣ に求め

るのは, 問題性の本質把握を誤っているといわ

ざるをえないが, いずれにせよ, われわれはこ

こに政策当局の問題意識 (危機意識) とこれに

触発された政策の方向性とを窺い知ることがで

きる｡

このことの内実の当否についてはさしあたり

措くとして, 人口問題の歴史を紐解いてみると,

人口増加政策の推進は第二次大戦下においても

みいだされる｡ 今日の人口増加政策は歴史上最

初のものではないのである｡ しかしながら, そ

の背景はまったく異なる｡ 日本の近代化 (資本

主義化) の展開過程にあっては, 人口政策の基

調は ｢過剰人口｣ の抑制政策であったといって

よいのであるが, それが一転するのは, 戦時体

制下にあって＜兵力としての人口＞の増加政策

が課題とされたからである｡ 一方, 今日の人口

増加政策は, 人口変動の基調の根本的な変容

(｢転換｣) という客観的過程に直接に対応した

ものである｡ このことは今後の政策の嚆矢とし

て位置づけられよう｡

改めて顧みると, 前者は ｢国策｣ としての人

口増加政策の第一のものであり, 後者はその第

二のものである｡ こうした点をここに確認して,

戦時体制下の ｢人口國策｣ に関する基本文書を

みると, その ｢趣旨｣ は次のように記述されて

いる｡

東亞共栄圏ヲ建設シ其の悠久ニシテ健全ナ

ル發展ヲ圖ルハ皇國ノ使命ナリ, 之ガ達成ノ

為ニハ人口政策ヲ確立シテ我國人口ノ急激ニ

シテ且ツ永續的ナル發展増殖ト其ノ資質ノ飛

躍的ナル向上トヲ圖ルト共ニ東亜ニ於ケル指

導力ヲ確保スル為其ノ配置ヲ適正ニスルコト

特ニ喫緊ノ要務ナリ��｡

いわゆる人口問題の位相 (１)

―��―�� 人口問題審議会 ｢少子化に関する基本的な考え方について 人口減少社会, 未来への責任と選択｣ (����.��) より引用｡ なお, このレポートは ｢少子化社会対策基本法｣ や ｢大綱｣ に先立って公表されたものであ

る｡�� ｢人口政策確立要綱｣ (������ 閣議決定) より引用｡



この政策文書 (｢人口政策確立要綱｣) は, 国

家総動員法 (������公布) や大東亜新秩序と国
防国家の建設をうたう ｢基本國策要綱｣ (������
閣議決定) に沿って策定されたものである｡ そ

して, 大政翼賛会の発足 (�������), 産業報國
会の創立 (�������) などとともに, 新体制推
進運動の一つの環をなすものであった｡ この

｢要綱｣ にあっては, ｢人口増殖｣, 人口資質の

向上, ｢東亜｣ (植民地) をふくめた人口の ｢適

正配置｣ 当然のこととして, 国内における

人口分布の再編成 (再配置) を伴う などが

うたわれている (ここではこの ｢要綱｣ の歴史

的位相や当時の ｢人口増殖｣ 政策の詳細に立ち

入る余裕はない｡ 後に改めてふれることになろ

う)｡

このような特殊歴史的な性格を帯びた ｢人口

政策確立要綱｣をわれわれがここに引照するの

は, 次のような理由による｡ 政治的・社会的・

経済的諸条件を大きく異にするにもかかわらず,

｢人口増殖｣ という基調は今日の人口政策と通

底しているだけでなく, その歴史的特殊性その

ものが刮目するに値するからである｡ いずれに

しても, われわれは戦時体制下の人口問題を照

射することにより, 今日の少子化社会対策＝人

口政策の本質を理解する手がかりをうることが

できよう｡

これらの論点を簡潔に敷衍すれば 論点開

示に必要なかぎりにおいて , 次のようにな

ろう｡ まず, 人口増加政策についていえば, 戦

時体制下の ｢人口増殖｣ 政策の要諦は, 労働力

と兵力を確保することであり, さらには植民地

建設の要員を確保することであった｡ 総じて,

出生力の増強と人口資質��の改善とを図りなが
ら, ｢人的資源｣ を総動員するというものであっ

・・・

た｡

これにたいして今日の人口増加政策は, 人口

の少子化＝人口減少への対応として展開されて

いるのであるが, 少しばかり立ち入ってみると,

前出の ｢大綱｣ において ｢喫緊の課題｣ とされ

ているのは, ｢子供が健康に育つ社会, 子供を

生み, 育てることに喜びを感じることのできる

社会｣ への ｢転換｣ である｡ より具体的には,

｢子供や子育て家庭｣ を ｢世代を越え, 行政や

企業, 地域社会を含め, 国民すべてが支援する

新たな支え合いと連帯を作り上げること｣ が求

められ, さらには, ｢子どもたちの健やかな育

ちや自立｣ の促進, ｢親自身の育ちの支援｣ が

求められるとする｡ かくして, ｢子育て・親育

て支援社会をつくること｣ が国の ｢最優先課題｣

とされるのであるが, その ｢目的｣ とするとこ

ろは出生力の増強と ｢人口資質の改善｣ とであ

る｡

こうした少子化社会対策の核心は, 戦時体制

下の ｢人口増殖｣ 政策と同様に, ＜労働力人口

減少→経済活力の低下＞という問題性把握をみ

るまでもなく, 労働力対策にほかならない (戦

時体制下にあっては, 兵力の調達と一体のもの

であったのだが)｡ もちろん, 政策策定の客観

的背景は異なっている｡ 戦時体制下にあっては,

この体制に固有の, 兵力の確保・動員と関連し

て ｢超完全雇用という麻酔薬を服させられ｣��,
特殊な ｢完全雇用｣ ＝労働力不足が現出してい

経 済 学 論 集 第 �� 号

―��―�� 人口問題審議会は ｢人口資質｣ を次のように定義している｡ ｢人口資質とは, 人間の集団としての遺伝的素
質, 形質, 性格, 知能, あるいは教育程度などの各種の属性をいう｡ 換言すれば, 肉体的, 精神的および社
会的エネルギーなどの機能的側面における諸性質の総合されたものである｡｣ (人口問題審議会編 『日本人口
の動向 静止人口をめざして 』 (前出)�� 人口問題審議会編 『人口白書 転換期日本の人口問題 』 大蔵省印刷局, �����５ページ.



たのである｡ したがって, 問題性はある意味で

は単純であった｡ これにたいして今日の人口政

策にあっては, 生産過程 (サービスの生産過程

を含む) の主体的要因としての労働力不足の問

題にとどまらず, 生産年齢人口 (��～��歳) に
よる従属人口 (年少人口＋老年人口) の扶養の

問題が焦点化しているのである｡ かつてマルサ

ス主義的に認識されていた, ＜食糧と人口＞と

いう人口収容力＝人口扶養力の問題はいまや,

世代間の扶養と負担の問題に転換したかのよう

である｡ いずれにせよ, 将来の労働力不足問題

はこのように, 二重に捉えられているといえよ

う｡

もう少し立ち入ってみると, 戦時体制下の

｢人口増殖｣ 政策は, 前出の ｢要綱｣ によれば,

｢人口増加ノ方策｣ と ｢死亡減少ノ方策｣ とに

区分されている｡ 後者は今日の政策の枠外にあ

ること ｢少産少死｣ の故に は改めて指

摘するまでもないが, 前者は今日の人口増加政

策と極めて類似していることが刮目される｡ す

なわち, 政策の主要な柱は ｢婚姻ヲ阻害スルガ

如キ雇傭及就業条件ヲ緩和又ハ改善｣ すること,

および出産・養育の負担軽減であり, 今日の政

策も基本的にはこの枠組みを超えるものではな

い (少子高齢化問題については, 第Ⅵ章におい

て論究する)｡

われわれは以上, 人口変動の問題を ｢転換｣

問題を中心にみてきた｡ この ｢転換｣ 問題は時

間軸に沿ったものであるが, もうひとつ, 空間

構造にかかわる人口問題がある｡ 人口の空間的

(地域的) 移動とその諸結果に関する問題であ

る｡ 端的にいえば, 前者は自然動態の問題であ

り, 後者は社会動態の問題である｡

いうまでもなく, このふたつの動態は一体の

もとして展開するのであるが, 地域人口の不均

等な分布や, 今日, 先鋭化している過疎問題

(とりわけ ｢限界集落｣ 問題) はその一帰結に

ほかならない｡ こうした地域人口の構造的変化

とこれに随伴する諸問題の具体的な分析は第Ⅴ

章においておこなうとして, ここではさしあた

り, その分析のための視座を提示するにとどめ

たい｡ その手掛かりのひとつとして, 先ずもっ

て,次の一文を掲出してこの節を結ぶこととする｡

物質的労働と精神的労働との最大の分割は, 都市
と農村との分離である｡ 都市と農村との対立は, 未
開から文明への, 部族制から国家への, 局地性から
文明への移行とともにはじまり, そして, 文明の歴
史全体を今日 (反穀物法同盟) にいたるまでつらぬ
いている｡ 都市とともに, 同時に, 行政, 警察,
諸租税などの, 要するに共同体組織, およびそれと
ともに政治一般の必然性があたえられている｡ ここ
にはじめて, 人口の二大階級への分化が現れるが,
それは, 直接に分業と生産諸力とにもとづいている｡
都市は, すでに人口, 生産諸道具, 資本, 諸享受,
諸欲求の集中という事実であるのにたいして, 農村
は, ちょうどその反対の事実, すなわち孤立と分散
をしめす｡��
ここにいう都市と農村の分離と対立という古

典的命題は極めて包括的な, 歴史貫通的な問題

であるので, われわれは当然のことながら, 近

代社会 (資本主義社会) における特殊歴史的な

問題としてこれを措定し, アプローチすること

とする｡ さらに, 資本の蓄積運動の空間的展開

(地域的展開) のなかで, 地域人口の展開構造

を明らかにしたい｡

いわゆる人口問題の位相 (１)

―��―�� 前掲 『[新訳] ドイツ・イデオロギー』 �����ページ. あわせて, 同前, ��ページ, および次の叙述を参照の
こと｡ ｢すべてのすでに発展している商品交換によって媒介されている分業の基礎は, 都市と農村との分離
である｡ 社会の全経済史はこの対立の運動に要約される｣ 『資本論』 大月書店版 ① ���ページ｡



������������������
以上, 論点開示に必要なかぎりにおいて, 人

口変動の ｢転換｣ と人口増加政策の歴史的特質

について簡潔に論述した｡ ここにすでに, イデ

オロギー問題が内在しているのであるが, この

節においては, 独自の論点であるイデオロギー

問題に簡潔にふれるとしよう｡ なお, ここでい

う“イデオロギー”は ｢観念の学｣ としてのイ

デオロギーや ｢虚偽意識｣ としてのイデオロギー

ではなく, ｢特定の立場からの主張｣ しば

しば ｢虚偽意識｣ と区別できないのだが と

してのイデオロギーの謂である��｡
ところで, 人口論におけるイデオロギー問題

の一典型は, 前述のローマ・クラブのレポート

にみられるところであり, そこでは社会的・経

済的諸関係 (階級性ほか) を視野の外におきつ

つ, ＜人口抑制→平等な機会の実現＞を説くの

であった｡ まさしく, ひとつのイデオロギーに

彩られているのである｡ 時代を遡ると, ��マ
ルサスの 『人口論』 もまたイデオロギーに塗れ

ていることは本稿第Ⅱ章において指摘するとお

りである｡ この書は, ＜人口とイデオロギ

ー＞にかかわる最良のテキストというべきであ

る (念のため付言すれば, マルサス 『人口論』

における理論的展開およびその歴史的意義を全

的に否定するものではないことは, 第Ⅱ章にみ

るとおりである)｡

われわれがここで刮目するのは人口政策に内

在するイデオロギーである｡ われわれはその典

型例を戦時体制下の ｢人口増殖｣ 政策にみるこ

とができる｡ このことを引証するために, まず,

前出の ｢人口政策確立要綱｣ から引くとしよう｡

第三 右ノ目的ヲ達成スル為採ルベキ方策

ハ左ノ精神ヲ確立スルコトヲ旨トシテ

之ヲ基本トシテ計畫ス

一. 永遠ニ發展スベキ民族タルコトヲ自覺

スルコト

二. 個人ヲ基礎トスル世界觀ヲ排シテ家ト

民族ヲ基礎トスル世界觀ノ確立, 徹底

ヲ圖ルコト

三. 東亞共榮圏ノ確立, 發展ノ指導者タル

ノ矜持ト責務トヲ自覺スルコト

四. 皇國ノ使命達成ハ内地人口ノ量的及質

的ノ飛躍的發展ヲ基本條件トスルノ認

識ヲ徹底スルコト

ここには国家によるいわゆる思想動員があか

らさまにうたわれている｡ 国家は ｢自覚｣ ｢世

界観｣ ｢認識｣ などの ｢精神｣ に立ち入ってい

るが, 人口問題に直接にかかわるのは, ｢個人

ヲ基礎トスル｣ 世界観を排し, ｢家族ト民族ヲ

基礎トスル｣ 世界観を確立するという基調であ

る｡ このことは次の言説によっても引証するこ

とができよう｡ ｢……人口政策確立要綱中の

『家族と民族を基礎とする世界觀』 というのが

一般の人にはたゞの抽�論のやうに考へられて
ゐる傾きがあるが, ……人口政策として最も重

要な意味を有つものは依然として, 思想であり,

心がまへである……｣��｡ ここでは ｢思想｣ や

｢こころがまへ｣ の重要性が強調されている｡
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―��―�� “イデオロギー”の生成過程およびイデオロギーの３つの ｢様相｣ については, 高島善哉 『時代に挑む社会
科学』 岩波書店, ����, 参照. なお,“イデオロギー”の生成に関連して, 次の一文を引いておきたい｡ ｢意
識は最初からすでに社会的な産物であり, およそ人間が存在するかぎりそうでありつづける｡｣ 前掲 『[新訳]
ドイツ・イデオロギー』 ��ページ.�� 日本學術振興會 『緊急人口政策に關する若干の問題』 同振興會, ����, ９ページ.



こうして, ｢人口増殖｣ 計画の ｢基本的前提｣

とされているのは, ｢不健全ナル思想｣ を排除

し, ｢健全ナル家族制度ノ維持強化｣ を図るこ

とである｡ ここでいう ｢不健全ナル思想｣ は文

脈から推して, ｢個人ヲ基礎トスル世界觀｣ に

ほかならない｡ そして ｢個人ヲ基礎トスル世界

觀｣ は随所に指摘されているように, 欧米的な

個人主義思想 (｢自由主義的な個人主義｣) ある

いは日本にも広がりつつあった ｢都市の個人主

義的人生観｣ を指示しているのであるが, この

思想は, 個人と家族・民族とを対置するという

構図において, 排除さるべきものとして措定さ

れているのである｡ こうしたイデオロギーはファ

シズム下の人口政策の特質を明瞭に示すものと

して刮目されるのであるが, 今日の人口政策に

もかかわる論点として留意が必要である｡

もちろん, ここにみられるイデオロギー問題

は戦時体制下という特殊な歴史的過程にみられ

るものであって, これを普遍化することは許さ

れない｡ しかしながら, 強権的であると否とに

かかわらず, 思想動員そのものは, 国策として

の人口政策に必然的に随伴するものである｡

こうした国家の人口政策における思想動員の

問題を確認して, 今日の少子化社会対策に改め

て目をむけるとしよう｡ まず刮目すべきは, 冒

頭に引いた ｢少子化社会対策大綱｣ における次

のようなくだりである｡ 少子化問題にたいする

危機感が ｢社会で十分に共有されてきたとはい

えない｣ と表白しつつ, ｢国, 地方公共団体,

職域, 地域, 家庭, 個人など, 社会を構成する

すべての主体が, それぞれの責任と役割を自覚

し, 主体的かつ積極的な取組を進めていく必要

がある｣ と｡

みられるとおり, 危機感の共有を促し, すべ

ての主体に ｢責任と役割｣ を ｢自覚｣ するよう

求めている｡ 国や地方公共団体などによる, 子

育てのための条件整備 (支援策) をうたうこと

に限定するのではなく, 家庭や個人にたいして

も ｢自覚｣ を求めている｡ けだし個人の意識や

価値観に踏み込んでいるという点において特徴

的である｡ (また, 先に引用しておいたように,

施策の対象が ｢子育て｣ にとどまらす, ｢親育

て｣ にまで及んでいるという点についても留意

さるべきであろう)｡ こうした政策の方向性は,

少子化社会対策基本法の前文にいう ｢少子化は,

社会における様々なシステムや人々の価値観と

深くかかわっており……｣ �下線は引用者�と
いう認識に基づくものであろう｡ ここには, 人

口問題固有のイデオロギー性が内包されている

といえる｡ ���
少子化社会対策基本法においていわれる ｢人々

の価値観｣ に関連して刮目すべきは, 生殖をめ

ぐる人権問題である｡ ここで直ちに想起される

のは, ����年９月にカイロで開催された国際人
口開発会議 ����������������������������������������������������������における議論であ
る｡ このカイロ会議は ｢中絶会議｣ ともよばれ,

人工妊娠中絶問題が大きな争点となった｡ ｢行

動綱領｣ に ｢人工妊娠中絶｣ という言葉を盛り

込むことの是非が焦点化したのである｡ この問

題はメディアの注目を集め, その報道において

｢中絶｣ という言葉が飛び交い, ｢中絶問題難航

いわゆる人口問題の位相 (１)

―��―�� このカイロ会議の参加者は, 国連加盟国約���国から政府代表団約�����人, 国連・国際機関の職員約���人,
報道関係者約�����人, ���約�����団体から�����人以上であったという (事務局推定)｡ 日本からの参加者
は, 政府代表��名をはじめ, 国会議員, ＮＧＯ関係者, ジャーナリストなど, 約���名であった (以上, 厚
生省人口問題研究所 『研究資料』 第���号, ����. ３, ３ページ, 参照)｡



か｣ (会議直前の報道), ｢ノルウェー首相 中

絶を巡り宗教界批判｣ (会議開幕の報道)��といっ
た見出しが躍った｡ バチカンやイスラム教勢力

が連携して中絶に強固に反対したため合意形成

は難航した｡ 議論は“宗教戦争”の様相を呈し,

イデオロギー対立が際立ったが, 結局するに,

家族計画の手段としての中絶は容認できないと

しても, その許容範囲は各国の国内法および文

化や宗教に基づくとした (｢国別判断｣ の容認)｡

俎上にのせられた人工妊娠中絶は, 地球規模の

｢人口爆発｣ を抑制する手段のひとつと目され,

さらには女性の, 生殖についての自由な選択肢

のひとつとして提起されたものであるが, 原案

は ｢異質な考えにもまれ, 現実的なものになっ

た｣��のである｡
妊娠中絶問題の陰にかくれてはいたが (かな

り紛糾したのだが), このカイロ会議における

画期的な成果とされているのが, ｢行動綱領｣

において,“���������������������������������������”(性と生殖に関する権利／健康) を高
く掲げたということである (�������Ⅶ) [こ
の言葉は日本においては通常,“リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライツ”というように (ライツと

ヘルスの順序は公式文書におけるそれとは逆),

片仮名で表わされるが,“リプロダクティブ・

ライツ”あるいは“リプロダクティブ・ヘルス”

と簡略化するばあいもある]｡

この“リプロダクティブ・ライツ／ヘルス”

は目新しい概念であるが, ｢行動綱領｣ はまず,

“リプロダクティブ・ヘルス”について次のよ

うに定義する｡ ｢肉体的, 精神的ならびに社会

的に完全に良好な状態 ������������にあること
を意味し, 単に疾病や障害がないということで

はなく, 生殖システムとその機能, 過程にかか

わるすべての事柄において良好であることを意

味している｣ (仲村訳) と｡ また, この“リプ

ロダクティブ・ヘルス”は, 人々が満ち足りた

安全な性生活を営むことができること, さらに

生殖のケイパビリティ�� (����������������������) と決定権 子どもを何人, どのような

間隔で, いつ生むかということを自由に責任を

もって決定する権利 をもつことをも含意し

ている (加えて, 差別, 抑圧, 暴力からの解放

をふくむ)｡ こうした自己決定権が“リプロダ

クティブ・ライツ”にほかならない｡ そして,

これは第４回世界女性会議 (����北京) の
｢行動綱領｣ において再確認され, 今日, ひと

つのグローバル・スタンダードとなっている｡

この“リプロダクティブ・ライツ”は, ブカ

レスト会議 (����) やメキシコ会議 (����) に
おける議論や世界女性会議 (第１回＝���� メ

キシコ・シティ, 第２回＝���� コペンハーゲ

ン, 第３回＝���� ナイロビ) の成果と反省を

踏まえたものである｡ さらに, その淵源は世界

人権宣言 ������まで遡ることができるといえ
るが, ここで刮目すべきは, それは生活のすべ

ての面における男女平等と女性のエンパワーメ

ント��の一環として位置づけられているという
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ことである (そして, 第４回世界女性会議にお

いて敷衍される)｡ この点はアマルティア・セ

ンのいう“人間発達 ������������������”お
よび“人間の安全保障 ���������������”とい
うコンセプトとも通底している｡ さらには, ジェ

ンダー論や日本において独自な ｢人間発達｣

論��にも連接するといえよう｡
こうした生殖における自己決定権の問題は,

人口の自然動態の主要な因子である出生力ない

し出生率の問題に直接的に連接している｡ した

がって, 人口抑制政策と人口増加政策のいずれ

においても, ひとつの要因として位置づけられ

るのであるが, 上にみてきたように個人の価値

観にかかわるかぎり, 国家の人口政策は難題を

抱え込むことになる｡ このようにいうのも, 個

人の価値観と人口政策の理念との対立がさけら

れないからである｡ グローバル・スタンダード

となった“リプロダクティブ・ライツ”がその

後, 例えば, 日本の少子化対策において軽視さ

れるのも, こうした文脈において説明できる�この問題は, 本稿第Ⅵ章においてふれる予定�｡
これまでみてきたイデオロギー問題に加えて,

人口政策の端緒から一貫して俎上にのせられて

きた人口資質をめぐるイデオロギー問題 そ

のひとつが優生思想である も看過できない｡

ここでは指摘するに留めて, 後に ｢人的資源｣

論について論究するなかでふれることにしたい�本稿第Ⅳ章�｡
以上, 論点開示に必要なかぎりにおいて, い

くつかの問題について簡潔にみてきた｡ いわゆ

る人口問題は包括的であるが故に, これを分析

するにあたり, ある種の“アポリア”に逢着せ

ざるをえないのであるが, われわれはここに一

定の整序を試みたつもりである (ただし, グロー

バルな人口問題は除外している)｡ もとより人

口論については, ひとり経済学のみでなく, 社

会学, 政治学, 教育学, 哲学, さらには生物学

などの諸科学からのアプローチ (総合研究) が

求められている｡ 第Ⅱ章以下にあっては, こう

した点も視野に収めながら論究することになろ

う｡

いわゆる人口問題の位相 (１)

―��―�� この ｢人間発達｣ 論については, その方法において難点をふくむが, 刮目されるべき研究成果を残している｡
その研究の歩みについては, 池上惇 ｢人間発達の経済学の生誕と現在 歩んできた道と先覚者たちを回想
しながら ｣ 池上惇・二宮厚美編 『人間発達と公共性の経済学』 桜井書店, ３ページ以下, 参照.


